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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年１１月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和元年５月１９日 ０９時５０分ごろ 

発生場所 鹿児島県喜界
き か い

町トンビ埼北西方沖 

 トンビ埼灯台から真方位３１２°１０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯２８°２８.９′ 東経１２９°５３.３′） 

事故の概要  漁船MEGUMI
メ グ ミ

は、漂泊中、転覆した。 

 MEGUMI は、船外機等に濡損を生じた。 

事故調査の経過  令和元年５月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 MEGUMI、１.０トン 

 ＫＧ３－３６７９６（漁船登録番号）、個人所有 

 ５.３７ｍ（Lr）×１.７９ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関（船外機）、４４.１kＷ、平成５年２月１日 

 第２９５－４６３６３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２４年５月１８日 

  免許証交付日 平成２９年３月６日 

         （令和４年５月２０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船外機及び航海機器等に濡損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、視界 良好 

本事故発生場所の西南西方約１０Ｍに位置する笠利
か さ り

地域気象観測所

の本事故当日の観測値は、次のとおりであった。 

時刻 

（時:分） 

平均 最大瞬間 

風向 風速 

(m/s) 

風向 風速 

(m/s) 

09:00 北西 2.3 北西 3.1 

09:10 北北西 3.3 北西 4.6 

09:20 北西 2.8 北西 4.1 
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09:30 東 2.3 東南東 3.6 

09:40 東南東 2.4 東南東 3.1  

09:50 東南東 2.2 東南東 3.1 

10:00 東南東 2.2 東南東 3.1 

海象：うねり 波向東、波高約２.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期、水

温 約２４℃ 

鹿児島県奄美
あ ま み

地区には、令和元年５月１４日０４時２２分に波浪注

意報が発表され、本事故当時も継続中であった。 

全国港湾海洋波浪情報網（ナウファス）による名瀬
な ぜ

港（本事故発生

場所の西方約２０Ｍ）の波浪観測値は、次のとおりであった。 

時刻 

(時：分) 

有義波 
波向 

波高(ｍ) 周期(ｓ) 

09:00 1.45 9.5 北北東 

09:20 1.47 9.3 北北東 

09:40 1.39 9.4 北北東 

10:00 1.50 9.7 北北東 
 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、一本釣り漁を行う目的

で、鹿児島県奄美市大笠利
お お がさ り

港を出港し、令和元年５月１９日０９時 

００分ごろ鹿児島県奄美大島と同県喜界島の中間付近の海域に到着し

た。 

船長及び甲板員は、本船を漂泊して操業を開始したが、釣れないの

で、本船を西方に移動し、０９時４０分ごろ、再び漂泊して操業を行

った。 

本船は、０９時５０分ごろ、船首を北方に向けた状態で右舷船尾方

からの波を受け、右舷側から船内に海水が流入し、左舷側に傾斜して

転覆した。 

船長及び甲板員は、本船が転覆すると同時に海中に投げ出され、船

底を上にして浮かんでいる本船に這
は

い上がって船首側キール部分に腰

を掛け、救助を待った。 

船長及び甲板員の家族は、１５時００分ごろ本船が帰港しない旨を

本船が所属する漁業協同組合に連絡した。 

本船が所属する漁業協同組合は、船長及び甲板員の家族から連絡を

受けて１１８番通報し、同組合の所属船に捜索の依頼を行った。 

船長及び甲板員は、２０日１０時００分ごろ本船と共に漂流してい

たところ、僚船に発見され、救助された。 

 本船は、僚船によってえい
．．

航され、大笠利港に陸揚げされた。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 船長及び甲板員は、本事故時、半袖シャツ、長ズボン及び固定式の

救命胴衣を着用していた。 

船長及び甲板員は、本船が転覆すると同時に海中に投げ出されたの
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で、着用していた服装が海水で濡れてしまったものの、気温が高かっ

たのですぐ乾き、漂流中に寒さを感じることはなかった。 

本船は、船長及び甲板員が本船の船底に這い上がる際、転覆した時

に主機が停止したので、プロペラは回転していなかった。 

船長は、本船が大笠利港を出港する際、風が強くなかったものの、

うねりが大きいと感じたので、出港すべきではなかったと本事故後に

思った。 

船長及び甲板員は、防水の携帯電話を所持していたが、本船が転覆

した際に紛失した。 

 本船は、本事故当時、海面から船縁頂部までの高さが約０.５ｍで

あった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、トンビ埼北西方沖において、波浪注意報が発表され、東方

からのうねりがある状況下、漂泊して操業を続けたことから、右舷船

尾方から波高約２.５ｍの波を受けて船内に海水が流入し、左舷側に

傾斜して転覆したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、トンビ埼北西方沖において、波浪注意報が発表

され、東方からのうねりがある状況下、漂泊して操業を続けたため、

右舷船尾方から波高約２.５ｍの波を受けて船内に海水が流入し、左

舷側に傾斜して転覆したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・小型船舶は、波等の影響を受けやすいので、波高が高いときや波

浪注意報が発表されているときは出港を控えること。 

 ・操業中に波が高くなってきた場合には、波の状況に注意して早め

に操業をやめて帰港すること。 

 ・海中に投げ出されても携帯電話を紛失しないように常に身に付

け、連絡手段を確保しておくことが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 

 

大笠利港 

鹿児島県 

奄美市 

鹿児島県 

喜界町 

奄美大島 

喜界島 

事故発生場所 

（令和元年５月１９日 ０９

時５０分ごろ発生） 

本船が発見された場所 

トンビ埼灯台 


